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資料１



「経済財政運営と改革の基本方針2019」（抄）（令和元年６月21日閣議決定）

第３章 経済再生と財政健全化の好循環

２．経済・財政一体改革の推進等

（１）次世代型行政サービスを通じた効率と質の高い行財政改革
③ ＥＢＰＭをはじめとする行政改革の推進

略

また、新公益法人制度の発足から10年が経過したことから、公益法人の

活動の状況等を踏まえ、公益法人のガバナンスの更なる強化等について必

要な検討を行う。公益法人としての学校法人制度についても、社会福祉法

人制度改革や公益社団・財団法人制度の改革を十分踏まえ、同等のガバ

ナンス機能が発揮できる制度改正のため、速やかに検討を行う。
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「経済財政運営と改革の基本方針2020」（抄）（令和２年７月17日閣議決定）

「経済財政運営と改革の基本方針2020」は、現下の情勢下では政府として新型コロナウイル

ス感染症への対応が喫緊の課題であることから、令和３年度概算要求の仕組みや手続をできる

限り簡素なものとすることと歩調を合わせ、記載内容を絞り込み、今後の政策対応の大きな方向

性に重点を置いたものとしている。「経済財政運営と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日

閣議決定）のうち、本基本方針に記載が無い項目についても、引き続き着実に実施する。
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委 員

新公益法人制度の発足から10年が経過する中、複数の不祥事が発生するなどの公益法人の活動の状

況等を踏まえ、経済財政運営と改革の基本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）に基づき、公益法

人のガバナンスの更なる強化等について必要な検討を行うため、内閣府特命担当大臣（規制改革）の

下、公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議を開催する。

趣 旨
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＃ 開催日 検討テーマ 検討項目

１ 令和元年
12月24日（火）

現状と課題の確認 ・公益法人を巡る近年の状況について
・今後の議論の進め方について

２ 令和二年
１月30日（木）

他制度について
論点整理

・検討の参考とする法人制度等 ～ヒアリング①
※厚生労働省のヒアリング

・論点整理

３ ２月10日（月） 実務上の課題について ・ガバナンスの実態と強化に向けた実務上の課題
～ヒアリング② ※公益法人のヒアリング

４ ３月16日（月） 実務上の課題について ・ガバナンスの実態と強化に向けた実務上の課題
～ヒアリング③ ※公益法人のヒアリング

５ ４月２日（木） 他制度について
実務上の課題について

・検討の参考とする法人制度等
・ガバナンスの実態と強化に向けた実務上の課題

～ヒアリング④ ※東京証券取引所及び公益法人のヒアリング

６ ６月29日（月） 実務上の課題について ・ガバナンスの実態と強化に向けた実務上の課題
～ヒアリング⑤ ※都道府県及び公益法人のヒアリング

７ ７月13日（月） 事例分析
中間とりまとめに向けて

・事例分析
・基本的論点及びヒアリング等における主な発言

８ ８月５日（水） 中間とりまとめ（素案） ・中間とりまとめ（素案）の提示・議論

９ ８月31日（月） 中間とりまとめ（案） ・中間とりまとめ（案）の提示・議論 （⇒意見募集：１か月）

公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議 開催実績
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＃ ヒアリング日 法人名

３ ２月10日（月） 公益財団法人 公益法人協会
公益財団法人 プラン・インターナショナル・ジャパン
公益財団法人 助成財団センター

４ ３月16日（月） 公益財団法人 全日本柔道連盟
公益社団法人 日本小児科医会
公益社団法人 ３．１１震災孤児遺児文化・スポーツ支援機構
公益社団法人 日本芸能実演家団体協議会

５ ４月２日（木） 公益財団法人 日本財団
公益財団法人 微生物化学研究会
公益財団法人 日本フィルハーモニー交響楽団

６ ６月29日（月） 公益財団法人 献血供給事業団
公益財団法人 中谷医工計測技術振興財団

公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議 ヒアリング先

＃ ヒアリング日 機関名

３ ２月10日（月） 厚生労働省社会・援護局福祉基盤課

５ ４月２日（木） 株式会社 東京証券取引所

＃ ヒアリング日 都道府県名

６ ６月29日（月） 和歌山県公益認定等審議会
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「公益法人のガバナンスの更なる強化等のために」（中間とりまとめ）

（１） 公益法人に求められる「ガバナンス」とは何か

（２） なぜ今ガバナンスの強化が必要か

１.基本認識

２．公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する論点と取組の方向性

（１） 役員や社員・評議員のより一層の機能発揮

① 役員や評議員における多様な視点の確保

② 役員に対する社員・評議員の牽制機能の強化

③ 評議員による役員等の責任追及の訴えの提起

（２） 会計監査人の設置義務付け範囲の拡大

① 会計監査人による監査の意義

② 会計監査人の設置義務付け範囲

③ 補助金等の受給と外部監査

（３） 透明性の確保の推進

（４） 法人による自主的な取組の促進・支援

（５） 残余の財産への行政庁の関与

はじめに



社員総会（社団）・評議員会（財団）

理事会

↓
代表理事

監 事

会計監査人
大規模法人は必置

 基本的事項の議決
 理事・監事等の選任

選 定

公益目的事業
の実施

各種書類の提出

行政庁

内閣総理大臣

都道府県知事

公益認定等

委 員 会

都道府県の
合議制機関

法人の自己規律・情報開示 行政庁の監督

財産目録、役員名簿、役員報酬支給基準、定款、社員名簿（社団）、
事業計画書、事業報告、計算書類（貸借対照表・損益計算書）等

国 民

書 類 の 備 置 き

（参考）公益法人のガバナンスと行政庁による監督

公益法人

諮

問

答

申

（毎年度）

監 査

提
出
書
類
の

閲

覧

請

求

処

分

の

公

表

勧

告

各種書類の
閲 覧 請 求

立 入 検 査

報 告 要 求

勧告・命令

認定取消し

通常は非公表
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